
北九州市における地域包括ケアシステム（ 概念図）

住まい

病気になったら…

医療

介護が必要になったら…

介護

いつまでも 元気に暮ら すために…

生活支援

いつまでも 元気に暮ら すために…

認知症支援・ 介護予防

団塊の世代が7 5 歳以上と なる2 0 2 5 年を目途に、病気や重度な要介護状態と なっても 住み慣れた地域で自分らし い暮らし を人生の最期まで続けること ができるよ

う 、医療・ 介護・ 生活支援・ 介護予防・ 住まいが一体的に提供さ れる地域包括ケアシステムの構築を進めていきます。 

《 自宅》

　・ 住宅改修　 　・ すこ やか住宅改造助成　 　 等

《 サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、ケアハウス等》

《 相談》

　・ 高齢者等住宅相談　 　 等

《 入院医療》

○高度急性期・ 急性期医療

　・ がんや脳卒中などの手術や集中的な治療
　   （ 救命救急センタ ー、集中治療室など）

○回復期医療

　・ 急性期を経過し た方の在宅復帰に向けた医療
　   （ 回復期リ ハビリテーショ ン病棟、地域包括ケア病棟など）

○慢性期医療

　・ 長期にわたる療養が必要な方
　   （ 療養病床など）

・ 認知症サポーター

・ 認知症カフェ

・ 認知症等による行方不明者の

 捜索模擬訓練　 　

・ 認知症・ 介護家族コールセンター

・ 認知症介護家族交流会

・ ひまわり 太極拳・ きたきゅう 体操の普及　

・ 介護予防リ ーダー（ 普及員）の育成、支援

・ シニア料理教室

・ おいしく 食べて元気もりもり 教室

・ 健口相談、健口スト レッチ講座

・ サロンで健康づく り（ 運動・ 栄養・ 口腔）

・ 事業所等が行う 介護予防教室　 　 等

・ 高齢者のサロン事業

・ ふれあいネット ワーク活動

・ 見守り 、安否確認

・ 外出支援

・ 買い物、調理、掃除などの家事支援

・ 老人クラブ活動

・ 訪問型サービス（ 総合事業）

・ 通所型サービス（ 総合事業）

・ 訪問給食サービス　 　 等

《 在宅系サービス》

　・ 訪問介護

　・ 訪問看護

　・ 通所介護

　・ 小規模多機能型居宅介護

　・ ショ ート ステイ

　・ 2 4 時間対応の訪問サービス　 　 等

《 施設・ 居住系サービス》

　・ 介護老人福祉施設

　・ 介護老人保健施設

　・ グループホーム　 　 　 等

《 外来・ 在宅医療》

　・ かかり つけ医による生活に

身近な医療
　   （ 外来診療、訪問診療など）

　・ 多職種が連携し ながら 提供

する医療的サービス
　   （ 訪問看護、居宅療養管理指導など）

《 認知症》

　・ 認知症疾患医療センター

　・ ものわすれ外来
　   （ 認知症サポート 医）

病診連携

地域包括支援センタ ー
（ 保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー）

市民センタ ー
※小学校区単位で設置

地域支援コ ーディ ネータ ー

在宅医療・ 介護連携支援センタ ー

（ 市内5 か所）

地域リ ハビリテーショ ン支援拠点

医師、歯科医師、薬剤師（ 薬局）、

訪問看護師、理学療法士（ PT）、

作業療法士（ OT）　 など

「 高齢者いきいき相談」
（ 住民主体の通いの場等での巡回相談）

生活援助員、ふれあい巡回員

住まい探し の協力店　 など

N PO・ ボランティ ア、社会福祉法人、

自治会、民生委員、福祉協力員　 など

認知症地域支援推進員

健康づく り 推進員、食生活改善推進員、

介護予防普及員　 など

介護予防

社会参加

地域の中で
何らかの役割を担う
アク ティ ブ・ シニア

の増加
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第5章　具体的な取組み

    目標①
　　 いきいきと健康で、生涯現役で活躍できるまち

高齢者が年齢に関わりなく、健康で、その能力を十分に発揮し、社会を「支える側」として活
躍できるまちづくりを進めます。

【施策の方向性1】 生きがい・社会参加・地域貢献の推進

高齢者にとって、日々の生活の中に生きがいや目標があると、生活に張り合いがでるだけ
でなく、心身の健康を保持・増進させる意欲も高くなります。このため、高齢者の多様なライ
フスタイルに対応する教養・文化活動、スポーツ活動の機会や情報の提供を行い、高齢者の
生きがいづくりを支援します。また、ボランティア活動や地域活動、就労などを通じた高齢
者の社会参加の支援に取り組みます。

さらに、さまざまな場面で高齢者自身がデジタル技術を活用しなければならない時代に
なったことを前提に、高齢者がデジタル技術を活用できるようになるだけでなく、できない
人のサポートをする人、さらにはそうしたことを教えることができる人までを幅広く育成
することを目指します。

高齢期を迎えてもいきいきと充実した生活を送ることができるよう、高齢者だけでなく、
若年世代に対しても、社会参加の重要性や高齢期の備えに関する意識啓発を行うとともに、
地域活動の担い手の育成に取り組みます。

（基本的な施策1） 高齢者の生きがいづくり・仲間づくり

高齢者が日々の生活の楽しみや張り合いとなることを見つけることができるよう、教養・
文化を学ぶ場や生涯スポーツ活動等に取り組む機会、スマートフォン等の活用方法を学ぶ
場を提供します。

また、これらの活動の促進を行い仲間づくりや多世代交流を行いながら、いきいきと生活
できる生きがいづくりを支援します。
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第 5 章　具体的な取組み

№ 新たな取組み 概要

1
生涯スポーツの習慣化の普及

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

高齢者の健康の保持・増進のため、運動の習慣化や
仲間づくりのきっかけとなる、体操やダンス、ボー
ル運動など、気軽にできるスポーツ教室を開催し
ます。

№ 継続する取組み 概要

2
年長者研修大学校の運営

（保健福祉局長寿社会対策課）

高齢者の生きがいづくりや仲間づくりに加え、地
域活動や社会貢献活動を担う人材の育成を目的
に、周望学舎および穴生学舎の「年長者研修大学
校」で高齢者を対象とした講座を実施します。ま
た、高齢者の高度な学習ニーズに対応するため、市
内の大学と連携した校外授業（シニアカレッジ）を
開催します。

【修了生の地域活動への参加状況】　
　R1年度調査：41％ → R5年度調査：45％

3
健康増進施設北九州穴生ドームの
運営

（保健福祉局長寿社会対策課）

高齢者をはじめとした市民の健康・体力づくり、世
代間の相互交流およびニュースポーツの振興を図
るため、高齢者の健康増進施設である北九州穴生
ドームを運営します。

4
全国健康福祉祭（ねんりんピック）への
北九州市選手団の派遣

（保健福祉局長寿社会対策課）

各種スポーツや文化・福祉イベントを通じて、高齢
者の健康の保持増進、社会参加、生きがいの高揚を
図り、ふれあいと活力のある長寿社会づくりを推
進するため、各県持ち回りで毎年開催される「全国
健康福祉祭（ねんりんピック）」に北九州市選手団
を派遣します。

（北九州穴生ドーム） （全国健康福祉祭開会式（令和元年 和歌山大会））

54



第 5 章　具体的な取組み

5
年長者いこいの家での活動支援

（保健福祉局長寿社会対策課）

地域の高齢者に対して、教養の向上及びレクリ
エーション活動などの場を提供し、心身の健康増
進を図るため、年長者いこいの家の運営及び活動
に必要な経費の補助や、建物の修繕・補修工事を実
施します。

6
新門司老人福祉センターの運営

（保健福祉局長寿社会対策課）

高齢者に対して、介護予防の視点に立ちながら各
種相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上
及びレクリエーション活動を提供する「新門司老
人福祉センター」の運営を行います。

【年間利用者数】
　R1年度：36,948人 → R5年度：50,000人

7
「高齢者ふれあい入浴の日」の設定
（保健福祉局長寿社会対策課）

高齢者が地域でふれあう機会を提供することを目
的に、市内の普通公衆浴場（銭湯）において65歳以
上の高齢者が無料で利用できる「高齢者ふれあい
入浴の日」を設けます。

8
施設における利用料の
高齢者減免の適用

（保健福祉局長寿社会対策課）

高齢者の社会参加の促進を図るため、市立の文化、
観光、体育施設など（福岡市、下関市、熊本市、鹿児
島市の施設も一部含む）について、65歳以上の市民
であることが確認できる、公的機関が発行した証
明書等を提示することで減免料金を適用します。

9
地域活動拠点である
市民センターの管理運営

（市民文化スポーツ局地域振興課）

住民主体の地域活動の拠点となる市民センターに
ついて、適切な管理運営や必要な施設整備を行い
ます。

10
生涯学習活動の促進

（市民文化スポーツ局生涯学習課）

「いつでも、どこでも、誰でも」自由に学習ができ
るよう、学習機会を充実し、学習情報を提供しま
す。また、学習の成果を生かすことのできる活動
機会を提供します。（生涯学習市民講座の開設、市
民センターだより（館報）の発行、文化祭の開催、
生涯学習総合情報サイト「まなびネットひまわ
り」の提供）

【生涯学習市民講座参加者数】
　前年度比増（参考 R1年度：124,765人）

11
生涯学習推進コーディネーターの
市民センター配置

（市民文化スポーツ局生涯学習課）

市民の生涯学習の推進ならびに市民センター等の
活性化を図るため、学習機会や人材等、地域に関す
る様々な情報の収集や提供などを行う「生涯学習
推進コーディネーター」を市民センターに配置し
ます。

【生涯学習推進コーディネーターの配置割合】
　R1年度：45.4％ → R5年度：60％
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